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第三者に任せても安⼼できない

成年後⾒ビジネスの実像

本⼈や親族の思いが実現しない──。司法書⼠や弁護⼠への不満が続出。

ある⽇突然、会ったこともない弁護⼠が⾃宅に来て、⼀⽅的にこう⾔った。
「家庭裁判所の審判で、あなたに後⾒⼈がつくことになりました。私が後⾒⼈
です。あなたにご⾃分の財産を動かす権利はありません」──。

2000年4⽉から介護保険制度と同時に始まった「成年後⾒制度」。介護保険
が定着したのとは対照的に成年後⾒は根付かなかった。そればかりでなく「こ
んなことなら利⽤しなければよかった」との声が相次いでいる。

成年後⾒制度は、認知症の⾼齢者や知的・精神障害者などの財産を守り、活動
を⽀援するために作られたものだ。これには任意後⾒と法定後⾒の2種類があ
る。

任意後⾒は、本⼈に判断能⼒があるうちに信頼できる⼈に「⾃分が認知症にな
ったらこうしてほしい」と希望を伝え、契約を締結。契約を結んだ任意後⾒⼈
は、依頼者本⼈が認知症になったと判断したら、家裁に申し⽴てる。家裁は任
意後⾒⼈の活動を⽀えるため、任意後⾒監督⼈も選任する。

⼀⽅の法定後⾒は、認知症などで本⼈に⼗分な判断能⼒がなくなった後、家裁
が職権によって法定後⾒⼈をつける。法定後⾒の申し⽴てができるのは、本⼈
や4親等内の親族、市町村⻑。申し⽴てを家裁が審理した後、法定後⾒⼈を選
任する。制度全体の利⽤者は20年で23万⼈だった。
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⾼齢の親が認知症になっても困らない
家族信託で財産を動かす

第三者に任せても安⼼できない
成年後⾒ビジネスの実像
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相続税「駅別」試算MAP

Part4 今から備える税⾦対策
⽣前贈与から⽣命保険活⽤まで「王道」で臨む
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相続専⾨YouTuberが教える①
相続に強い税理⼠とは

相続専⾨YouTuberが教える②
税務調査はこう乗り切れ

⼤野 和幸︓東洋経済 記者
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シェア  ツイート 0⼀覧

特集INDEX  

TOP

https://premium.toyokeizai.net/
https://premium.toyokeizai.net/ud/magazine
https://premium.toyokeizai.net/list/latest
https://premium.toyokeizai.net/list/free
https://premium.toyokeizai.net/list/columns
https://premium.toyokeizai.net/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fpremium.toyokeizai.net%2Farticles%2F-%2F27623&screen_name=w_toyokeizai&tw_p=followbutton
https://www.facebook.com/toyokeizai
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27614
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27643
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27615
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27616
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27617
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27618
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27619
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27620
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27621
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27622
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27623
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27624
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27625
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27626
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27627
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=223066881404647&display=popup&href=https%3A%2F%2Fpremium.toyokeizai.net%2Farticles%2F-%2F27623&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpremium.toyokeizai.net%2Farticles%2F-%2F27623
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=%E9%80%B1%E5%88%8A%E6%9D%B1%E6%B4%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88&original_referer=https%3A%2F%2Fpremium.toyokeizai.net%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&related=w_toyokeizai&text=%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%AE%9F%E5%83%8F%20%7C%20%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%80%85%E3%81%AB%E4%BB%BB%E3%81%9B%E3%81%A6%E3%82%82%E5%AE%89%E5%BF%83%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fpremium.toyokeizai.net%2Farticles%2F-%2F27623&via=w_toyokeizai
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/premium.toyokeizai.net/articles/-/27623
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/premium.toyokeizai.net/articles/-/27623
https://twitter.com/search?q=https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27623


2021/7/26 成年後⾒ビジネスの実像 | 相続の新常識 | 特集 | 週刊東洋経済プラス

https://premium.toyokeizai.net/articles/-/27623#contd 2/5

ただ、任意後⾒も法定後⾒も、本⼈の意思が反映されにくく、トラブルが起こ
りがち。成年後⾒⼈等による不正件数は、ピーク時より減ったとはいえ、今も
年200件前後ある。

成年後⾒⼈がつくと、本⼈の権利は⼤幅に制限されるのが⼀般的だ。スーパー
など⽇常の買い物以外の経済⾏為は成年後⾒⼈が代理で⾏い、公務員や医師、
弁護⼠、会社の取締役などの資格も失う。

親族を後⾒⼈から外す

成年後⾒制度における最⼤の問題は、親族以外が後⾒⼈になることが増えてい
る点だ。

制度のスタート時こそ、後⾒⼈には親族が選任されていた。ところが、「いず
れ⾃分が使うお⾦だから」と、親族による財産の横領が頻発。監督責任が問わ
れるのを恐れた最⾼裁判所は、以降、親族を後⾒⼈から外し、司法書⼠や弁護
⼠などの法律専⾨職を選任する⽅向に舵を切ったのである。

とくに本⼈の⾦融資産が⼀定額以上あると、家裁はプロフェッショナルの職業
後⾒⼈を選ぶことが多い。かつて後⾒⼈の9割は親族だったが、今や職業後⾒
⼈が約7割を占め、親族後⾒⼈は3割を切っている。職業後⾒⼈の上位は司法書
⼠や弁護⼠。親族中⼼の欧⽶とは対照的だ。
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「家裁や法律専⾨家、⾃治体の圧倒的な⼒を前に、ほとんどの親族が後⾒⼈と
なれず、泣き寝⼊りしている」と指摘するのは、成年後⾒制度の問題に取り組
む団体「後⾒の杜」の宮内康⼆代表だ。

後⾒⼈の仕事は、限りなく福祉に近い内容で、⽚⼿間にできるものではない。
⾏司役の家裁にしても⼈員は限られており、個々の案件を詳しく⾒られるわけ
ではない。結果、法律専⾨職に“丸投げ”し、業務範囲を拡⼤したい弁護⼠や司
法書⼠などが⾷いついた、というのが実態だろう。

その被害を受けているのが認知症の⾼齢者本⼈や家族だ。財産を管理する職業
後⾒⼈の許可がなければ、本⼈の預貯⾦を解約したり、使ったりすることがで
きない。

親族後⾒⼈と違い、職業後⾒⼈には報酬が発⽣する。基本報酬は年24万円
（本⼈の⾦融資産が1000万円以下の場合）。やることは、本⼈の通帳を預かる
こと、家裁に報告書を年1回提出することなど、あまり多くはない。ほかに、
遺産分割協議や不動産売却、後⾒信託設定などもやれば、付加報酬が上乗せさ
れてくる。

家裁には後⾒⼈を解任する権限があるが、よほどの理由がない限り解任するこ
とはない。いったん職業後⾒⼈をつけたら、認知症の⾼齢者は⾃分が死ぬま
で、延々と報酬を払わされ続けるわけだ。

⺠法858条では後⾒⼈について、認知症の⼈などの「意思を尊重し、かつ、そ
の⼼⾝の状態及び⽣活の状況に配慮しなければならない」と、⾝上への配慮を TOP
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定めている。が、本⼈と会わない、会っても話をしない後⾒⼈も少なくない。
法の理念は実現できているのか。

家族会が結成された

「成年後⾒制度の運⽤などについて、本⼈や家族の⽴場に⽴って具体的に提⾔
していく」

6⽉28⽇、厚⽣労働省で記者会⾒を開いたのが、「後⾒制度と家族の会」であ
る。全国26都道府県から104⼈が賛同して発⾜した。⽬指しているのは、後⾒
⼈には原則として家族や親族がなること、本⼈の意思や意向を尊重すること、
などだ。現場の調査や情報発信を⾏うほか、家裁、⾃治体、弁護⼠や司法書⼠
の業界団体などに対し働きかけていく⽅針だ。

同会の⽯井靖⼦代表は、⾼齢の⽗についた、弁護⼠の職業後⾒⼈と、折り合い
がつかなかった。家に戻りたい⽗に対して、後⾒⼈は施設にいたほうがいいと
主張。施設側も「本⼈から帰宅の意思は読み取れない」と後⾒⼈に歩調を合わ
せた。現在も⽗は特別養護⽼⼈ホームで暮らしているという。

結局、成年後⾒制度は、誰のため、何のための制度なのか。司法書⼠や弁護⼠
だけでなく、⾏政書⼠、社会福祉協議会、信託銀⾏など、成年後⾒制度に絡ん
で収⼊を得ている職業⼈や組織は多い。ビジネス化した制度に本⼈や家族が振
り回されてしまっている。今こそ、制度の主旨に⽴ち返って、本⼈の財産を守
り、活動を⽀えるにはどうしたらよいか、⾒直すことが必要だ。

関連記事

成年後⾒のあり⽅に疑問を投げかける「後⾒制度と家族の会」。中央が⽯井代表
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